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関係市町村の意向等 

 

 

再度関係自治体を訪問し、意向を改めて確認したところ、南相馬市、川俣町、

楢葉町、葛尾村、飯舘村及び浪江町から資料１－１および資料１－２の文書の

提出があった。要望書の提出があった自治体も含め、主なご意見は以下のとお

り。 

 

 

・ 民間と同様の基準で賠償を行って欲しい。 

・ 迅速性や簡便性を考慮して、一律の賠償を進めることで構わない。 

・ 関係自治体間での賠償格差が生じないように、一律の考え方や客観的な基

準を示してほしい。 

・ できるだけ早期に、迅速かつ簡便な賠償が進められるようにして欲しい。 

・ 個別事情についても適正な賠償を行ってほしい。 

 


